
現　　　状
(平成２０年度）

※もしくは直近のデータ

２１．２床

５５都道府県市

２１５万人（H21年度見込み）

（３歳未満児） 　　(７５万人)

０．３万人（H21年度見込み）

７９万人（H21年度見込み）

７７か所

３０４か所

７万人（H21年度見込み）

延べ３１万人

３５８か所（H21.4）

８１万人（H21.5）

８，７１９か所（H21.4）

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

その他の保育サービス（注１）

病児・病後児保育

新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築を視野に入れる必要がある。

延べ２００万人
※体調不良児対応型は、すべての保育所において取組を推進

１２万人　休日保育

放課後児童クラブ（注１） １１１万人（注４）

「放課後子どもプラン」などの取組が、全国の
小学校区で実施されるよう促す（H24年度）

全都道府県・指定都市・中核市

９６万人

項　　　目 目　　　標
（平成２６年度）

不妊専門相談センター

２５～３０床

１．９万人（注２）

２４１万人（注２）

              　 （１０２万人）

放課後子ども教室
「放課後子どもプラン」などの取組が、全国の

小学校区で実施されるよう促す（H24年度）

平成２９年度に４４％に達する３歳未満児に関する潜在的な保育需要を満たすため、女性の就業率の上昇を勘案し、平成２６年度までに３５％の保育サービス
提供割合（３歳未満）を目指し、潜在需要をも含めた待機児童解消を図るものである。

施 策 に 関 す る 数 値 目 標 

２，０００か所以上（H24年度）（注３）

家庭的保育（内数）

認定こども園

４１０か所

夜間保育（内数）

新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）病床数
（出生１万人当たり）

延長保育等

延長等の保育サービス（注１）

平日昼間の保育サービス（注１）

認可保育所等

放課後子どもプラン

市町村のニーズ調査の集計結果を基に設定しており、新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築を視野に入れた数値目標である。

２８０か所

トワイライトステイ（内数）

平成２９年度に４０％（小学１～３年サービス提供割合）に達する潜在需要に対し、平成２６年度までに３２％のサービス提供割合を目指すものである。

別添２

- 1 -



現　　　状
(平成２０年度）

※もしくは直近のデータ

３４２地区

８８．７％

７４．３％

１０．４％

４９５世帯

５，８０５世帯
（H21.10）

―

５６７か所

４４６か所

１７１か所

５４か所

６１３か所

７１か所

３２か所

３５か所（H21.4）

子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童
対策地域協議会）の調整機関に専門職員を
配置している市町村の割合

８,０００世帯

全都道府県・市・福祉事務所
設置町村

８００か所

ショートステイ事業

個別対応できる児童相談所一時保護所の
環境改善

８００世帯

全都道府県・市・福祉事務所
設置町村

自立支援教育訓練給付金事業

ひとり親家庭への支援

６１０か所

情緒障害児短期治療施設

児童家庭支援センター

養育里親登録者数
（専門里親登録者数を除く）

児童養護施設

地域小規模児童養護施設

小規模住居型児童養育事業（ファミリー
ホーム）

児童自立生活援助事業（自立援助ホー
ム）

常時診療体制が確保されている
小児救急医療圏数

全小児救急医療圏
（※３６４地域(平成20年9月1日現在)）

項　　　目 目　　　標
（平成２６年度）

５８．３％
（H21.4）

８０％（市はすべて配置）

１２０か所

１４０か所

８７０か所

３００か所

１６％

専門里親登録者数

小規模グループケア

高等技能訓練促進費等事業

４７か所

１６０か所

社会的養護の充実

里親の拡充

里親等委託率

全都道府県・指定都市・児童相談所設置市
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現　　　状
(平成２０年度）

※もしくは直近のデータ

１，５１２市町村（H21.7）

９９６市町村（H21.7）

７，１００か所（H21年度見込み）

（市町村単独分含む）

５７０市町村

延べ３４８万人

４９か所

２５．３％

６５２企業

２０．７％（H18年度）

９２．４％

（注１）

□現状には、補助金等の交付決定ベース等の「市町村」や「か所数」等を含むため、今後、変動があり得る。

地域子育て支援拠点

養育支援訪問事業

項　　　目

乳児家庭全戸訪問事業

ファミリー・サポート・センター事業

商店街の空き店舗の活用による子育て支援

２，０００企業

一時預かり事業（注１）

４０％超ポジティブ・アクション取組企業の割合

次世代認定マーク（くるみん）取得企業数

３３．３％
小学校就学の始期までの勤務時間短縮等
措置の普及率

学校教育関係

目　　　標
（平成２６年度）

全市町村

１０，０００か所

９５０市町村

１００か所

延べ３,９５２万人

全市町村での実施を目指す

市町村のニーズ調査の集計結果を基に設定しており、新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度の構築を視野に入れた数値目標である。

大学等奨学金事業の充実

基準適格申請者に対する採用率 基準を満たす希望者全員への貸与に向け努力
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【参考指標】

現　　　状
(平成２０年度）

※もしくは直近のデータ

１．２３％ ５％
（H24年）

３８．０％（H17年）
４５％
（H24年）

１日あたり６０分（H18年）

１日あたり
１時間４５分

（H24年）

４６．２％（H20年）
６０％
（H24年）

１０．０％（H20年）
２割減
（H24年）

４７．７％（H19年）
６０％
（H24年）

約３３０万人

１５．２％

 

９０．６％（H20年）
９３～９４％

（H24年）

６５．８％（H20年）
６７～７０％

（H24年）

－

６．５万人

□（※）を付した項目は、「仕事と生活の調和推進のための行動指針」（平成19年12月仕事と生活の調和推進官民トップ会議決定）において政労使の合意として定められた

　ものであり、平成24年及び平成29年における目標を掲げている。

※　以下は、「子ども・子育てビジョン」に関連する指標で、これまでの計画・合意等により
  定められているものである。

項　　　目

就業率（※）

男性２５～３４歳

フリーターの数（※）

労働時間等の課題について労使が話し合いの
機会を設けている割合（※）

１００万人（H24年度）
（ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞ制度「全国推進基本計画」（平成20年6月ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞ推進協議

会）

９３～９４％
（H29年）

全ての企業
（H29年）

半減
（H29年）

６歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事
関連時間（※）

１日あたり
２時間３０分

（H29年）

女性２５～４４歳

ジョブ・プログラム修了者数

１７０万人（H20年度）
（H15年にピークの217万人）

１６２．８万人
（ピーク時の3/4に減少）

（H24年）

１４４．７万人
（ピーク時の2/3に減少）

（H29年）

男性の育児休業取得率（※）
１０％
（H29年）

第１子出産前後の女性の継続就業率（※）
５５％
（H29年）

目　　　標
（平成２６年度）

ジョブ・カード取得者数

就労人口に占めるテレワーカー比率（※） ２０％（H22年）

６９～７２％
（H29年）

　

４０万人（H24年度）
（ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞ制度「全国推進基本計画」（平成20年6月ｼﾞｮﾌﾞ･ｶｰﾄﾞ推進協議

会）

年次有給休暇取得率（※）
完全取得
（H29年）

週労働時間６０時間以上の雇用者の割合（※）

テレワーク

在宅型テレワーカー 約７００万人（H27年）

参 考
（別添２の参考）
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現　　　状
(平成２０年度）

※もしくは直近のデータ

学校支援地域本部の
設置か所数

２，３９６か所（H21.10）

家庭教育支援の取組（地域
住民による相談対応や学習
機会の提供等）を実施する
市町村数
　　３３２市町村
（※文部科学省委託事業実施数）

７２．２％（H21.3）  

８７．１％（H17年度）

２２．２万人日分
（H19年度）

約６６％（Ｈ19年度）

８６％

約４４％（H19年度）

 

地域ぐるみで子どもの教育に取り組む
環境の整備

全国の中学校区で地域が学校を支援する
仕組みづくりが実施されるよう促す（H24年度）

全国の市町村できめ細かな家庭教育支援が
実施されるよう促す（H24年度）

「食育」の普及促進

食育に関心を持っている国民の割合 ９０％以上（H22年度）

食育の推進について取組をしている
市町村の割合

１００％（H24年度）

１００％（H22年度）

児童デイサービス事業のサービス提供量 ３４万人日分（H23年度）

７５％（H24年度）５１％（H19年度）
＊駅、官公庁施設、病院等を相互に連絡する道路のうち、多数の
高齢者、障害者等が通常徒歩で移動する道路の区間として、指定
された道路

４４％（H19年度）
＊百貨店、劇場、老人ホーム等の不特定多数の者又は主に高齢
者、障害者等が利用する建築物について、床面積2,000㎡以上の
ものを新築等する際に段差解消等のバリアフリー化を実施

７１．６％

約５割（H24年度）

＊１日当たりの平均利用者数が５千人以上の旅客施設（鉄軌道
駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、空港旅客ターミナル）

園路及び広場がバリアフリー化された都
市公園の割合

不特定多数の者等が利用する一定の建築
物＊のバリアフリー化率

旅客施設＊のバリアフリー化率

約５０％（H22年度）

子育てのバリアフリー

特定道路＊におけるバリアフリー化率

主要な生活関連経路における信号機等の
バリアフリー化率

２５％（H27年度）１０％（H15年度）

１００％

約７割（H24年度）歩いていける身近なみどりのネットワーク率

障害のある子どもへの支援

共同住宅のうち、道路から各戸の玄関まで
車椅子・ベビーカーで通行可能な住宅
ストックの比率

項　　　目 目　　　標
（平成２６年度）
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現　　　状
(平成２０年度）

※もしくは直近のデータ

４１．３％

４１．７％

２３．０％

１６．４％

６４．３％

１０，７４２台

－

 

□現状には、補助金等の交付決定ベース等の「市町村」や「か所数」等を含むため、今後、変動があり得る。

あんしん歩行エリア内の歩行者・自転車死傷
事故件数

２割抑制（H24年）
(平成１９年と比較）

バリアフリー化された航空機の導入割合 約６５％（H22年度）

福祉タクシーの導入台数 約１８，０００台（H22年度）

ノンステップバスの導入割合 約３０％（H22年度）

バリアフリー化された旅客船の導入割合 約５０％（H22年度）

バリアフリー化された鉄軌道車両の導入
割合

約５０％（H22年度）

低床化されたバス車両の導入割合 １００％（H27年度）

子育てのバリアフリー

項　　　目 目　　　標
（平成２６年度）
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新たな次世代育成支援のための包括的・一元的制度設計に係る主要な子育て支援
サービス・給付の拡充に必要な社会的追加コストの機械的試算

（ビジョンの最終年度（平成26年度）の姿）

追 加 所 要 額 ： 約 0 . 7 兆 円 （ 平 成 2 6 年 度 ） 【 ～ 約 1 . 0 兆 円 （ 平 成 2 9 年 度 ） 】

制度改善を含めた機械的試算 約１．６兆円 （ 平 成 2 6 年 度 ） 【 ～ 約 1 . 9 兆 円 （ 平 成 2 9 年 度 ） 】
※ 施 設 整 備 費 を 除 く

【保育サービス】 ＋約700億 【放課後児童クラブ】 ＋約100億 【社会的養護】＋約70億

・注１ 重点戦略における「仕事と生活の調和の実現と希望する結婚や出産・子育ての実現を支える給付・サービスの社会的なコストの推計」を置き換えたものである。
・注２ 平成２９年度の額は、さらに女性の就業率上昇等が進んだ場合の必要額。
・注３ 平成２２年度まで財源措置されている１４回分の費用負担のうち、平成２０年度第２次補正で拡充された９回分を継続した場合。
・注４ 育児休業給付については、現在実施している雇用保険制度からの給付として試算したものではない。
・注５ 放課後対策においては、「放課後子どもプラン」(放課後児童クラブ、放課後子ども教室）などの取組が広く全国の小学校区で実施されるよう促す。
・注６ 幼児教育と保育の総合的な提供（幼保一体化）の在り方の検討により、数値は変動する。
・注７ ビジョン期間中の費用は、現在の費用に量的拡大分のみを加えて、粗く機械的に試算すると、おおよそ、運営費で約１０兆円、施設整備費で約０．３兆円となる。

○認可保育所の利用料１割とした場合 ＋約6,900億
○育児休業給付・仮に給付率８０%とした場合 ＋約2,000億

【

【認可保育所等】

【放課後児童クラブ】

【育児休業給付】

【病児・病後児・休日・延長等】

両立支援 すべての子育て家庭支援
量的拡大試算

【一時預かり】 ＋約800億

【妊婦健診】 ＋約700億（注３）

【地域子育て支援拠点】＋約200億

【社会的養護】

＋約200億

その他（社会的養護）

＋約3,000億
＋ 約300億
＋約1,500億
＋ 約200億

制度的見直しを行うと
した場合の機械的試算

(参考）

※施設整備費

※その他、上記試算に含まれない検討課題
施設整備補助の在り方、サービスの質の改善（職員配置、職員の処遇、専門性の確保等）



（参考）新たな次世代育成支援のための包括的・一元的な制度構築に向けての検討事項

利用者本位の保育制度に向けた抜本
的な改革

多様なサービスメニュー

① 育児休業～保育～放課後対策への
切れ目のないサービス保障

子育て支援サービスのための
包括的・一元的な制度を構築

イコールフッティングによる株式会社・ＮＰＯ等
の事業者の参入促進

サービスの質の向上

⑤ 安定的・継続的に費用確保
社会全体（国・地方・事業主・本人）

による費用負担（財源確保）

④ 地域の実情に応じたサービス提供 基礎自治体（市町村）が実施主体

② 利用者本位の仕組みの導入

・市町村の責務の下、利用者と事業者の間の公的保育契約
制度の導入

・利用者への例外ないサービス保障（認定による地位の付
与と保育に欠ける要件の見直し）

・利用者補助方式への見直し 等

※利用者（子ども）中心
※潜在化した需要を顕在化

③ ・多様な利用者ニーズへの対応
・潜在需要に対応した量的拡大

・幼保一体化を含め、多様なサービスメニューを整備
・すべての子育て家庭を対象・・・働く家庭も専業主婦家庭も

・客観的基準による指定制の導入
・施設整備費、運営費の使途範囲、会計基準等の見直し等

・家庭的保育、小規模サービス、地域子育て支援 等
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